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第１章 総則

（趣旨）

第１条 この条例は、児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」という。）第45条第１項の規定に基づ

き、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

（用語の意義）

第２条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

（一般原則）

第３条 児童福祉施設は、明るく衛生的な環境の中で、児童福祉に関する素養があり、かつ、適切な訓練を受け

た職員の指導により、児童を心身ともに健やかで、社会に適応するように育成することを目指して運営しなけ

ればならない。

２ 児童福祉施設は、利用者の人権に十分配慮するとともに、利用者一人一人の人格を尊重して、それぞれの施

設の目的を達成するよう運営しなければならない。

３ 児童福祉施設は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該施設の運営の

内容を適切に説明するよう努めなければならない。

（平等原則）

第４条 児童福祉施設においては、利用者の国籍、信条、社会的身分及び利用に要する費用を負担するか否かに

よって、差別的取扱いをしてはならない。

（虐待等の禁止）

第５条 児童福祉施設においては、利用者に対し、虐待その他の心身に有害な影響を与える行為をしてはならな

い。

２ 児童福祉施設の長は、法第47条第１項本文の規定により利用者に対し親権を行うとき又は同条第３項の規定

により利用者の福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱め、その他権限を濫用す

る行為をしてはならない。

（水準の向上）

第６条 児童福祉施設は、その設備及び運営についての評価の結果等を踏まえ、その向上を図るよう努めなけれ

ばならない。

２ 知事は、鳥取県社会福祉審議会の意見を聴き、児童福祉施設の設備及び運営の向上を図るものとする。

第２章 設備及び運営の基準

（助産施設の設備及び運営の基準）

第７条 助産施設の設備及び運営に関する基準は、別表第１のとおりとする。

２ 前項に定めるもののほか、助産施設の設備及び運営に関する基準は、助産施設の目的を達成するために必要

な事項について、処遇の向上に配慮して規則で定める。

（乳児院の設備及び運営の基準）



第８条 乳児院の設備及び運営に関する基準は、別表第２のとおりとする。

２ 前項に定めるもののほか、乳児院の設備及び運営に関する基準は、乳児院の目的を達成するために必要な事

項について、処遇の向上に配慮して規則で定める。

（母子生活支援施設の設備及び運営の基準）

第９条 母子生活支援施設の設備及び運営に関する基準は、別表第３のとおりとする。

２ 前項に定めるもののほか、母子生活支援施設の設備及び運営に関する基準は、母子生活支援施設の目的を達

成するために必要な事項について、処遇の向上に配慮して規則で定める。

（保育所の設備及び運営の基準）

第10条 保育所の設備及び運営に関する基準は、別表第４のとおりとする。

２ 前項に定めるもののほか、保育所の設備及び運営に関する基準は、保育所の目的を達成するために必要な事

項について、処遇の向上に配慮して規則で定める。

（児童厚生施設の設備及び運営の基準）

第11条 児童厚生施設の設備及び運営に関する基準は、別表第５のとおりとする。

２ 前項に定めるもののほか、児童厚生施設の設備及び運営に関する基準は、児童厚生施設の目的を達成するた

めに必要な事項について、処遇の向上に配慮して規則で定める。

（児童養護施設の設備及び運営の基準）

第12条 児童養護施設の設備及び運営に関する基準は、別表第６のとおりとする。

２ 前項に定めるもののほか、児童養護施設の設備及び運営に関する基準は、児童養護施設の目的を達成するた

めに必要な事項について、処遇の向上に配慮して規則で定める。

（障害児入所施設の設備及び運営の基準）

第13条 障害児入所施設の設備及び運営に関する基準は、障害児入所施設の区分に応じ、別表第７のとおりとす

る。

２ 前項に定めるもののほか、障害児入所施設の設備及び運営に関する基準は、障害児入所施設の目的を達成す

るために必要な事項について、処遇の向上に配慮して規則で定める。

（児童発達支援センターの設備及び運営の基準）

第14条 児童発達支援センターの設備及び運営に関する基準は、児童発達支援センターの区分に応じ、別表第８

のとおりとする。

２ 前項に定めるもののほか、児童発達支援センターの設備及び運営に関する基準は、児童発達支援センターの

目的を達成するために必要な事項について、処遇の向上に配慮して規則で定める。

（情緒障害児短期治療施設の設備及び運営の基準）

第15条 情緒障害児短期治療施設の設備及び運営に関する基準は、別表第９のとおりとする。

２ 前項に定めるもののほか、情緒障害児短期治療施設の設備及び運営に関する基準は、情緒障害児短期治療施

設の目的を達成するために必要な事項について、処遇の向上に配慮して規則で定める。

（児童自立支援施設の設備及び運営の基準）

第16条 児童自立支援施設の設備及び運営に関する基準は、別表第10のとおりとする。

２ 前項に定めるもののほか、児童自立支援施設の設備及び運営に関する基準は、児童自立支援施設の目的を達

成するために必要な事項について、処遇の向上に配慮して規則で定める。

（児童家庭支援センターの設備及び運営の基準）

第17条 児童家庭支援センターの設備及び運営に関する基準は、別表第11のとおりとする。

２ 前項に定めるもののほか、児童家庭支援センターの設備及び運営に関する基準は、児童家庭支援センターの

目的を達成するために必要な事項について、処遇の向上に配慮して規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成25年４月１日から施行する。

（経過措置）



２ 乳児６人以上が入所する保育所については、当該保育所に勤務する保健師又は看護師のうち１人を保育士と

みなして別表第４職員の配置の項第２号の規定を適用する。

３ 平成23年６月17日前に建築された母子生活支援施設に対する別表第３設備の項第２号の規定の適用について

は、同号中「調理設備、浴室及び便所を設けること」とあるのは、「調理設備、浴室及び便所を設けること。

ただし、施設内に調理場、浴室及び便所を設けている場合にあっては調理設備、浴室及び便所を、付近に公衆

浴場等がある場合にあっては浴室を設けないことができる」と、「30平方メートル以上」とあるのは、「おお

むね１人つき3.3平方メートル以上」とする。

４ 平成24年４月１日前に設置された児童発達支援センターに対する別表第８の１の表職員の配置の項第２号の

規定の適用については、同号中「言語聴覚士」とあるのは、「言語機能訓練担当職員」とする。

別表第１（第７条関係）

項目 基準

職員及び設備 病院、診療所又は助産所として必要な職員及び設備を有すること。

サービスの提供 １ 次に掲げる事項について記載した規程を設けること。

(１) 利用者の援助に関する事項

(２) その他施設の管理についての重要事項

２ 感染症その他の規則で定める健康被害の発生を防止するために衛生上及び健康管理

上必要な措置を講ずること。

３ 利用者の処遇について自己点検を行い、その結果を利用者等に周知すること。ま

た、定期的に外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。

４ 非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるととも

に、その計画を実行できるよう利用者及び職員に周知し、定期的に訓練を行うこと。

５ 設置者は、暴力団又は暴力団員の利益につながる活動を行わないこと。また、暴力

団又は暴力団員と密接な関係を持たないこと。

記録の作成及び 職員、設備及び会計に関する帳簿、事故等への対応の項第３号及び第４号の記録並び

保存 に利用者の処遇に関する記録を整備し、規則で定めるところにより保存すること。

事故等への対応 １ 職員及び職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はそ

の家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。

２ 利用者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け

る窓口の設置その他の措置を講ずること。

３ 苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。

４ 利用者の負傷、個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合は、速やかに県、市

町村及び家族に連絡するとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った措置を記

録すること。

５ 法第46条第１項又は社会福祉法（昭和26年法律第45号）第56条第１項の規定による

質問、検査等に協力すること。

別表第２（第８条関係）

項目 基準

職員の配置 １ 次に掲げる職員を置くこと。ただし、児童の処遇に支障がない場合として規則で定

める場合にあっては、この限りでない。

(１) 施設の長

(２) 看護師、保育士又は児童指導員

(３) 個別対応職員（20人を超える乳児又は幼児（以下「乳幼児」という。）が入所

する場合に限る。）

(４) 家庭支援専門相談員

(５) 栄養士（10人以上の乳幼児が入所する場合に限る。）



(６) 調理員

(７) その他規則で定める職員

２ 職員は、入所する乳幼児の数に応じ、規則で定める人数以上とすること。

３ 職員に小児科の診療経験を有する医師がいる場合を除き、嘱託医師を定めておくこ

と。

設備 １ 次に掲げる設備を設けること。ただし、10人以上の乳幼児が入所しない施設にあっ

ては、（１)から(５)までに掲げる設備に代えて、乳幼児の養育のための部屋を設ける

ことができる。

(１) 寝室

(２) 観察室

(３) 診察室

(４) 病室

(５) ほふく室

(６) 相談室

(７) 調理室

(８) 浴室

(９) 便所

２ 寝室は、乳幼児１人につき2.47平方メートル以上とすること。

３ 観察室は、乳児１人につき1.65平方メートル以上とすること。

４ 乳幼児の養育のための部屋は、１室につき9.91平方メートル以上で、乳幼児１人に

つき2.47平方メートル以上とすること。

自立支援計画 乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し、その人格の形成に資することとなる

よう、入所中の個々の乳幼児について、乳幼児やその家庭の状況等を勘案して、その自

立を支援するための計画を策定すること。

サービスの提供 １ 10人未満の乳幼児が入所する施設を除き、乳児が入所した日から、医師又は嘱託医

が適当と認めた期間、これを観察室に入室させ、その心身の状況を観察すること。

２ 次に掲げる事項について記載した規程を設けること。

(１) 児童の援助に関する事項

(２) その他施設の管理についての重要事項

３ 感染症その他の規則で定める健康被害の発生を防止するために衛生上及び健康管理

上必要な措置を講ずること。

４ 児童の処遇について自己点検を行うこと。また、定期的に外部の者による評価を行

い、その結果を公表すること。

５ 非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるととも

に、その計画を実行できるよう職員に周知し、定期的に訓練を行うこと。

６ 設置者は、暴力団又は暴力団員の利益につながる活動を行わないこと。また、暴力

団又は暴力団員と密接な関係を持たないこと。

記録の作成及び 別表第１記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

保存

事故等への対応 別表第１事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

別表第３（第９条関係）

項目 基準

職員の配置 １ 次に掲げる職員を置くこと。

(１) 施設の長

(２) 母子支援員



(３) 少年を指導する職員

(４) 個別対応職員

(５) 調理員又はこれに代わるべき者

(６) その他規則で定める職員

２ 母子支援員及び少年を指導する職員の人数は、入所する母子の数に応じ、規則で定

める人数以上とすること。

３ 嘱託医師を定めておくこと。

設備 １ 次に掲げる設備を設けること。

(１) 母子室

(２) 集会学習等を行う室

(３) 相談室

(４) 静養室（乳幼児が入所する場合に限る。）

(５) 医務室（30人以上の乳幼児が入所する場合に限る。）

２ 母子室は、次のとおりとすること。

(１) 調理設備、浴室及び便所を設けること。

(２) １世帯につき１室以上とすること。

(３) 面積は、30平方メートル以上とすること。

自立支援計画 母子が共に入所する施設の特性を活かしつつ、親子関係の再構築等及び退所後の生活

の安定が図られるよう、入所中の個々の母子について、母子やその家庭の状況等を勘案

して、その自立を支援するための計画を策定すること。

サービスの提供 １ 次に掲げる事項について記載した規程を設けること。

(１) 利用者の援助に関する事項

(２) その他施設の管理についての重要事項

２ 感染症その他の規則で定める健康被害の発生を防止するために衛生上及び健康管理

上必要な措置を講ずること。

３ 利用者の処遇について自己点検を行い、その結果を利用者に周知すること。また、

定期的に外部の者による評価を行い、その結果を公表すること。

４ 非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるととも

に、その計画を実行できるよう利用者及び職員に周知し、定期的に訓練を行うこと。

５ 設置者は、暴力団又は暴力団員の利益につながる活動を行わないこと。また、暴力

団又は暴力団員と密接な関係を持たないこと。

記録の作成及び 別表第１記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

保存

事故等への対応 別表第１事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

別表第４（第10条関係）

項目 基準

職員の配置 １ 次に掲げる職員を置くこと。ただし、食事を保育所外で調理し搬入する方法により

提供する場合その他の規則で定める場合にあっては、調理員を置かないことができ

る。

(１) 施設の長

(２) 保育士

(３) 調理員

２ 保育士の数は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める人数を合計した数以上

（認定こども園である保育所にあっては、鳥取県認定こども園に関する条例（平成18

年鳥取県条例第76号）別表の１の(１)の職員配置の項のアに定める数）とし、２人を



下回らないこと。

区分 人数

乳児 おおむね３人につき１人

満１歳以上満３歳未満の幼児 おおむね６人につき１人

満３歳以上満４歳未満の幼児 おおむね20人につき１人

満４歳以上の幼児 おおむね30人につき１人

３ 嘱託医師を定めておくこと。

４ 乳児が入所している場合は、保健師又は看護師を置くよう努めること。

５ 入所している幼児の健康及び安全の保持、保護者に対する子育て支援、地域におけ

る子育て支援等の機能及び環境の充実を図るよう、第２号に定める人数を上回る保育

士の配置に努めること。

設備 １ 乳児又は満２歳未満の幼児（以下この号において「未満児」という。）が入所する

保育所の設備は、次のとおりとすること。

(１) 次に掲げる設備を設けること。

ア 乳児室又はほふく室

イ 医務室

ウ 調理室

エ 便所

(２) 乳児室又はほふく室の面積は、ほふくしない未満児１人につき1.65平方メート

ル及びほふくする未満児１人につき3.3平方メートルを合計した面積以上とするこ

と。

２ 満２歳以上の幼児（以下この号において「対象児」という。）が入所する保育所の

設備は、次のとおりとすること。

(１) 次に掲げる設備を設けること。ただし、食事を保育所外で調理し搬入する方法

により提供する場合その他の規則で定める場合にあっては、調理室を設けないこと

ができる。

ア 保育室又は遊戯室

イ 屋外遊戯場（保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。以下同

じ。）

ウ 調理室

エ 便所

(２) 保育室又は遊戯室の面積は、対象児１人につき1.98平方メートル以上とするこ

と。

(３) 屋外遊戯場の面積は、対象児１人につき3.3平方メートル以上とすること。

サービスの提供 １ 保育時間は、原則として、８時間以上とし、保護者の労働時間その他家庭の状況等

を考慮して、必要な時間とすること。

２ 次に掲げる事項について記載した規程を設けること。

(１) 児童の援助に関する事項

(２) その他施設の管理についての重要事項

３ 感染症その他の規則で定める健康被害の発生を防止するために衛生上及び健康管理

上必要な措置を講ずること。

４ 児童の処遇について自己点検し、その結果を保護者に周知すること。また、定期的

に外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努めること。

５ 障がいのある乳幼児が入所している場合は、その者の障がいの状態を把握するとと

もに、家庭及び関係機関との連携を図りながら、適切な環境の下で保育を実施するこ



と。

６ 保護者及び地域住民の適切な選択及び判断に資するよう、情報提供を行うととも

に、情報開示の規程を設ける等必要な措置を講ずること。

７ 非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるととも

に、その計画を実行できるよう保護者及び職員に周知し、定期的に訓練を行うこと。

８ 設置者は、暴力団又は暴力団員の利益につながる活動を行わないこと。また、暴力

団又は暴力団員と密接な関係を持たないこと。

記録の作成及び 別表第１記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

保存

事故等への対応 別表第１事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

別表第５（第11条関係）

項目 基準

職員の配置 次に掲げる職員を置くこと。

(１) 施設の長

(２) 児童の遊びを指導する者

設備 １ 児童遊園等の屋外の施設には、次に掲げる設備を設けること。

(１) 広場

(２) 遊具

(３) 便所

２ 児童館等の屋内の施設には、次に掲げる設備を設けること。

(１) 集会室

(２) 遊戯室

(３) 図書室

(４) 便所

サービスの提供 別表第１サービスの提供の項に掲げる基準を満たすこと。

記録の作成及び 別表第１記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

保存

事故等への対応 別表第１事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

別表第６（第12条関係）

項目 基準

職員の配置 １ 次に掲げる職員を置くこと。ただし、児童の処遇に支障がない場合として規則で定

める場合にあっては、調理員を置かないことができる。

(１) 施設の長

(２) 児童指導員

(３) 保育士

(４) 個別対応職員

(５) 家庭支援専門相談員

(６) 栄養士（40人を超える児童が入所する場合に限る。）

(７) 調理員

(８) 看護師（乳児が入所する場合に限る。）

２ 職員は、入所する児童の数に応じ、規則で定める人数以上とすること。

３ 嘱託医師を定めておくこと。

自立支援計画 児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活指導、学習指導、職業指導及

び家庭環境の調整を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長と

その自立を支援するよう、入所中の個々の児童について、児童やその家庭の状況等を勘



案して、その自立を支援するための計画を策定すること。

設備 １ 次に掲げる設備を設けること。

(１) 児童の居室

(２) 相談室

(３) 調理室

(４) 浴室

(５) 便所

(６) その他規則で定める設備

２ 児童の居室は、次のとおりとすること。

(１) 乳幼児のみの居室

１室の定員は６人以下とし、面積は１人につき3.3平方メートル以上とすること。

(２) (１)以外の居室

１室の定員は４人以下とし、面積は１人につき4.95平方メートル以上とするこ

と。

サービスの提供 １ 次に掲げる事項について記載した規程を設けること。

(１) 児童の援助に関する事項

(２) その他施設の管理についての重要事項

２ 感染症その他の規則で定める健康被害の発生を防止するために衛生上及び健康管理

上必要な措置を講ずること。

３ 児童の処遇について自己点検を行い、その結果を児童等に周知すること。また、定

期的に外部の者による評価を行い、その結果を公表すること。

４ 非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるととも

に、その計画を実行できるよう児童及び保護者並びに職員に周知し、定期的に訓練を

行うこと。

５ 設置者は、暴力団又は暴力団員の利益につながる活動を行わないこと。また、暴力

団又は暴力団員と密接な関係を持たないこと。

記録の作成及び 別表第１記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

保存

事故等への対応 別表第１事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

別表第７（第13条関係）

１ 福祉型障害児入所施設

項目 基準

職員の配置 １ 主として知的障がいのある児童が入所する施設には、次に掲げる職員を置くこと。

ただし、入所者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、調理員

を置かないことができる。

(１) 施設の長

(２) 児童指導員

(３) 保育士

(４) 児童発達支援管理責任者

(５) 栄養士（40人を超える児童が入所する施設に限る。）

(６) 調理員

(７) その他規則で定める職員

２ 主として自閉症を主たる症状とする児童（以下「自閉症児」という。）が入所す

る施設には、前号に掲げる職員のほか、医師及び看護師を置くこと。ただし、入所者

の処遇に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、この限りでない。



３ 主として肢体不自由のある児童が入所する施設には、第１号に掲げる職員のほか、

看護師を置くこと。ただし、入所者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合

にあっては、この限りでない。

４ 嘱託医師を定めておくこと。

５ 職員は、入所する児童の数及び障がいの程度に応じ、規則で定める人数以上とする

こと。

設備 １ 施設には、次に掲げる設備を設けること。ただし、入所者の処遇に支障がない場合

として規則で定める場合にあっては、医務室又は静養室を設けないことができる。

(１) 児童の居室

(２) 調理室

(３) 浴室

(４) 便所

(５) 医務室

(６) 静養室

２ 主として知的障がいのある児童が入所する施設には、前号に掲げる設備のほか、職

業指導に必要な設備を設けること。

３ 主として視覚に障がいのある児童が入所する施設には、第１号に掲げる設備のほ

か、次に掲げる設備を設けること。

(１) 遊戯室

(２) 訓練室

(３) 職業指導に必要な設備

(４) 音楽に関する設備

(５) 手すり、特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備

４ 主として聴覚に障がいのある児童が入所する施設には、第１号に掲げる設備のほ

か、次に掲げる設備を設けること。

(１) 遊戯室

(２) 訓練室

(３) 職業指導に必要な設備

(４) 映像に関する設備

５ 主として肢体不自由のある児童が入所する施設には、第１号に掲げる設備のほか、

次に掲げる設備を設けること。

(１) 訓練室

(２) 屋外訓練場

(３) 手すり等身体の機能の不自由を助ける設備

６ 児童の居室は、次のとおりとすること。

(１) 乳幼児のみの居室

１室の定員は、６人以下とし、面積は、１人につき3.3平方メートル以上とする

こと。

(２) (１)以外の居室

１室の定員は、４人以下とし、面積は、１人につき4.95平方メートル以上とする

こと。

障害児支援計画 児童の保護者及び児童の意向、児童の適性、児童の障がいの特性その他の事情を踏ま

えた計画を作成し、これに基づき児童に対して障害児入所支援を行うこと。

サービスの提供 １ 次に掲げる事項について記載した規程を設けること。

(１) 入所者の援助に関する事項



(２) その他施設の管理についての重要事項

２ 感染症その他の規則で定める健康被害の発生を防止するために衛生上及び健康管理

上必要な措置を講ずること。

３ 入所者の処遇について自己点検を行い、その結果を入所者及びその保護者に周知す

ること。また、定期的に外部の者による評価を行い、その結果を公表するよう努める

こと。

４ 非常災害時の情報の収集、連絡体制、避難等に関する具体的な計画を定めるととも

に、その計画を実行できるよう入所者及び職員に周知し、定期的に訓練を行うこと。

５ 設置者は、暴力団又は暴力団員の利益につながる活動を行わないこと。また、暴力

団又は暴力団員と密接な関係を持たないこと。

記録の作成及び 別表第１記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

保存

事故等への対応 １ 職員及び職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はそ

の家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずること。

２ 入所者又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け

る窓口の設置その他の措置を講ずること。

３ 苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。

４ 入所者の負傷、個人情報の漏えいその他の事故が発生した場合は、速やかに県及び

家族に連絡するとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った措置を記録するこ

と。

５ 法第46条第１項又は社会福祉法第56条第１項の規定による質問、検査等に協力する

こと。

２ 医療型障害児入所施設

項目 基準

職員の配置 １ 主として自閉症児が入所する施設には、病院として必要な職員のほか、次に掲げる

職員を置くこと。

(１) 施設の長

(２) 児童指導員

(３) 保育士

(４) 児童発達支援管理責任者

２ 主として肢体不自由のある児童が入所する施設には、前号に掲げる職員のほか、理

学療法士又は作業療法士を置くこと。

３ 主として重症心身障害児が入所する施設には、第１号に掲げる職員のほか、心理指

導を担当する職員を置くこと。

４ 職員は、入所する児童の数及び障がいの程度に応じ、規則で定める人数以上とする

こと。

設備 １ 施設には、病院として必要な設備のほか、訓練室及び浴室を設けること。

２ 主として自閉症児が入所する施設には、前号の設備のほか、静養室を設けること。

３ 主として肢体不自由のある児童が入所する施設には、第１号の設備のほか、次に掲

げる設備を設けること。ただし、入所者の処遇に支障がない場合として規則で定める

場合は、(４)に掲げる設備を設けないことができる。

(１) 屋外訓練場

(２) ギブス室

(３) 特殊手工芸等の作業を指導するのに必要な設備

(４) 義肢装具を製作する設備



(５) 手すり等身体の機能の不自由を助ける設備

障害児支援計画 １の表障害児支援計画の項に掲げる基準を満たすこと。

サービスの提供 １の表サービスの提供の項に掲げる基準を満たすこと。

記録の作成及び 別表第１記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

保存

事故等への対応 １の表事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

別表第８（第14条関係）

１ 福祉型児童発達支援センター

項目 基準

職員の配置 １ 次に掲げる職員を置くこと。ただし、利用者の処遇に支障がない場合として規則で

定める場合にあっては、調理員を置かないことができる。

(１) 施設の長

(２) 児童指導員

(３) 保育士

(４) 栄養士（40人を超える児童が通う施設に限る。）

(５) 調理員

(６) 児童発達支援管理責任者

(７) 機能訓練担当職員（日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合に限る。）

２ 主として難聴児が通う施設には、前号に掲げる職員のほか、言語聴覚士を置くこ

と。ただし、利用者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合にあっては、こ

の限りでない。

３ 主として重症心身障害児が通う施設には、第１号に掲げる職員のほか、看護師を置

くこと。ただし、利用者の処遇に支障がない場合として規則で定める場合にあって

は、この限りでない。

４ 職員は、利用する児童の数及び障がいの程度に応じ、規則で定める人数以上とする

こと。

５ 嘱託医師を定めておくこと。

設備 １ 主として重症心身障害児が通う施設を除き、次に掲げる設備を設けること。

(１) 指導訓練室

(２) 遊戯室

(３) 屋外遊戯場（施設の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。）

(４) 医務室

(５) 相談室

(６) 調理室

(７) 便所

(８) 児童発達支援の提供に必要な設備及び備品

２ 主として重症心身障害児が通う施設には、次に掲げる設備を設けること。

(１) 指導訓練室

(２) 調理室

(３) 便所

(４) 児童発達支援の提供に必要な設備及び備品

３ 主として知的障がいのある児童が通う施設には、第１号に掲げる設備のほか、静養

室を設けること。

４ 主として難聴児が通う施設には、第１号に掲げる設備のほか、聴力検査室を設ける

こと。



５ 指導訓練室の１室の定員はおおむね10人（主として重症心身障害児が通う場合にあ

っては、５人）とし、その面積は児童１人につき2.47平方メートル以上とすること。

６ 遊戯室の面積は、児童１人につき1.65平方メートル以上とすること。

障害児支援計画 児童の保護者及び児童の意向、児童の適性、児童の障がいの特性その他の事情を踏ま

えた計画を作成し、これに基づき児童に対して障害児通所支援を行うこと。

サービスの提供 別表第１サービスの提供の項に掲げる基準を満たすこと。

記録の作成及び 別表第１記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

保存

事故等への対応 別表第１事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

２ 医療型児童発達支援センター

項目 基準

職員の配置 診療所として必要な職員のほか、次に掲げる職員を置くこと。

(１) 施設の長

(２) 児童指導員

(３) 保育士

(４) 看護師

(５) 理学療法士又は作業療法士

(６) 児童発達支援管理責任者

設備 診療所として必要な設備のほか、次に掲げる設備を設けること。

(１) 指導訓練室

(２) 屋外訓練場

(３) 相談室

(４) 調理室

(５) 手すり等身体の機能の不自由を助ける設備

障害児支援計画 １の表障害児支援計画の項に掲げる基準を満たすこと。

サービスの提供 別表第１サービスの提供の項に掲げる基準を満たすこと。

記録の作成及び 別表第１記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

保存

事故等への対応 別表第１事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

別表第９（第15条関係）

項目 基準

職員の配置 １ 次に掲げる職員を置くこと。ただし、児童の処遇に支障がない場合として規則で定

める場合にあっては、調理員を置かないことができる。

(１) 施設の長

(２) 医師

(３) 心理療法担当職員

(４) 児童指導員

(５) 保育士

(６) 看護師

(７) 個別対応職員

(８) 家庭支援専門相談員

(９) 栄養士

(10) 調理員

２ 職員は、利用する児童の数に応じ、規則で定める人数以上とすること。

設備 １ 次に掲げる設備を設けること。



(１) 児童の居室

(２) 医務室

(３) 静養室

(４) 遊戯室

(５) 観察室

(６) 心理検査室

(７) 相談室

(８) 工作室

(９) 調理室

(10) 浴室

(11) 便所

２ 児童の居室は、１室の定員を４人以下とし、面積は１人につき4.95平方メートル以

上とすること。

自立支援計画 児童の社会的適応能力の回復を図り、児童が、施設を退所した後、健全な社会生活を

営むことができるよう、入所中の個々の児童について、児童やその家庭の状況等を勘案

して、その自立を支援するための計画を策定すること。

サービスの提供 別表第６サービスの提供の項に掲げる基準を満たすこと。

記録の作成及び 別表第１記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

保存

事故等への対応 別表第１事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

別表第10（第16条関係）

項目 基準

職員の配置 １ 次に掲げる職員を置くこと。

(１) 施設の長

(２) 児童自立支援専門員

(３) 児童生活支援員

(４) 個別対応職員

(５) 家庭支援専門相談員

(６) 栄養士（40人を超える児童が入所する場合に限る。）

(７) 調理員

(８) その他規則で定める職員

２ 職員は、入所する児童の数に応じ、規則で定める人数以上とすること。

３ 嘱託医師及び精神科の診療に相当の経験を有する嘱託医師を定めておくこと。

設備 １ 次に掲げる設備を設けること。

(１) 児童の居室

(２) 相談室

(３) 調理室

(４) 浴室

(５) 便所

２ 児童の居室は、１室の定員は４人以下とし、面積は１人につき4.95平方メートル以

上とすること。

３ 30人以上の児童が入所する施設には、医務室及び静養室を設けること。

４ 学科指導を行う場合は、規則で定める学科指導に関する設備を設けること。

自立支援計画 全て児童がその適性及び能力に応じて、自立した社会人として健全な社会生活を営ん

でいくことができるよう、入所中の個々の児童について、児童やその家庭の状況等を勘



案して、その自立を支援するための計画を策定すること。

サービスの提供 別表第６サービスの提供の項に掲げる基準を満たすこと。

記録の作成及び 別表第１記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

保存

事故等への対応 別表第１事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。

別表第11（第17条関係）

項目 基準

職員の配置 施設の長及び法第44条の２第１項に規定する業務を担当する職員を置くこと。

設備 相談室を設けること。

サービスの提供 別表第１サービスの提供の項に掲げる基準を満たすこと。

記録の作成及び 別表第１記録の作成及び保存の項に掲げる基準を満たすこと。

保存

事故等への対応 別表第１事故等への対応の項に掲げる基準を満たすこと。


